
　　　　　　事業所税の申告の案内 （利用料金制度採用の指定管理者向け）

利用料金制度を採用している指定管理者は、一定の要件に該当する場合、事業所税の申告義務があります。

「２　申告義務の確認」のフローチャートにより、事業所税の申告義務の可能性を確認し、「申告義務の

可能性あり」の場合、お示ししている時期までに、市民税課に申告義務を必ず確認してください。

１　事業所税とは

➢ 主に人口３０万人以上の都市が、道路や公園などの都市環境の整備や改善に充てる目的税です。

➢ 事業所が自ら申告・納付することになります。

➢ 税額は、事業所の床面積に応じて負担する資産割、従業者数に応じた従業者割をもとに算定します。

➢ 税率、免税点（税金が課税されない基準）などは次のとおりです。

２　申告義務の確認


